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図１．庁外連携が始まることによるインパクト： 電子情報鎖国を開国する

図２．他団体への情報提供：中間サーバのデータ更新
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全国一斉番号制度導入の現実解と
ITコーディネータの貢献

町田市情報システム担当部長　ITコーディネータ　坂下 知司

　番号制度は、複数の機関に存在する特定の
個人の情報を同一人のものと確認し、社会保障・
税制度の効率性・透明性を高め、国民にとっ
て利便性の高い公平・公正な社会を実現する。

国のかたちをも変える大変革ための基盤である。
本格的な行財政改革・公正な給付と負担、行
政手続きの簡素化、申請主義から通知主義へ
の転換など、カネも手間も掛からない社会の実
現に向け、舵が切られた。その第一歩が2017
年7月の全国一斉実施である。
　番号法の適用範囲の拡大、特定個人/法人

との紐付け、民間利用、公情報のオープンデー
タ化、病状と治療・投薬の履歴情報の集約な
どに本人特定の仕組みが係わり、更なる変革
が起きる。
　身近な例では、これまで複数の行政機関から
国民一人ひとりが様々な紙の証明書を集め、市
町村などの機関に持参してきた行政手続き（図１
左の円）が、手ぶらで出掛け、希望を伝えると、
行政手続きに必要な証明書類は、依頼を受け
た各行政機関の職員が電子的に集めて処理が
終了する（図１右の円）。
　業務の効率化・簡素化には ｢標準化｣ が鉄
則である。内閣官房の調査によると、例えば、
住基システムは2016年には全市町村の約80%
が地域情報プラットホーム（地プラ）準拠とある。
即ち住民情報のデータ連携の標準化は既に進
んでいる。また調査の行われた2012年9月現在
43%の市町村が住基システムをカストマイズせず
に、更に45%の市町村がカストマイズはしながら
もパッケージ（ある種の標準品）を使っている。
　税系、社会福祉系のシステムの地プラへの
準拠はここまで進んでないものの、半数を超える
市町村で、データ様式・連携の標準化や標準
製品の利用が年々進んでいる。
　一方、セキュリティを高めるために特定個人
情報ファイル（個人番号を持った個人情報ファイ
ル）を保有又は重要な変更を行う際は、特定
個人情報保護評価（PIA）の実施を求めている。
現行の指針では、特定個人情報ファイルの規模
の違い、特定業務からのアクセスの有無によっ
て対応方針が異なるため、これまでカストマイズ
をしなかった団体も、その団体の事情によりカス
トマイズする：パッケージを採用していたところが
独自開発になる場面が想像できる。すなわち標
準化から遠ざかる。

　番号法の求めるセキュリティは確保したうえ
で、所定期日に全国一斉実施をするための、
必須事項の対処案を表２にまとめた。

番号制度の趣旨

制度の柔軟解釈・強調点



(１)　セキュリティ面の安全性確保を最重視
　①　分散管理：全市町村(300万人から300人まで)を同列の扱い
　②　特定個人情報評価(PIA)を庁内業務へも適用(アクセスログ収集も)
　③　既存業務システムと中間サーバの直結を示唆(現状変更回避=高コスト構造助長)
　④　統合宛名システムの構築(庁内でも広範な｢番号｣利用を忌嫌)
　⑤　庁内業務間連携にも中間サーバの利用を示唆 (庁内連携は住記文字等多用；方向性に疑問)
(２)　行政事務改善、標準化は自治体とベンダに委ねる
　①　83%の市町村と98%の都道府県へのアンケート実施；現状からの最小変更を選択
　②　普及度が半数を超えた地域情報PFの実績は重視せず
　③　8割の自治体が宛名番号を使っている；が、唯一無二性は確保できてない
　④　時間が掛かっても、暫時、全国レベルの「標準化」を図るとの言及はない
　⑤　基礎自治体の業務には一般的には知見のない都道府県に取纏めを期待している
　⑥　中間サーバーのデータ項目案提示はあるが、業務システムとの標準連携方式の提示が不明瞭
(３)　現法/現実現方式では電子化不可能な事項も、できるかに語られている
　①　マイポータル4例のうち①(アクセス記録閲覧)の一部(庁外からのアクセス)だけが実現可
　②　資産（預金/証券残高、不動産など）の掌握手続き
　③　法定調書に法人が記載すべき個人番号の確認方法なし
(４)　性能設計、性能/機能不具合発生時の合理的な対処方式がされていない

(１)　国による、番号制度に準拠した基幹業務システムのクラウドの構築、廉価提供
　　次善策：番号制度準拠パッケージ/サービス(含むクラウド)の認定制度を設ける

　①　標準化を業務手順改善の第一歩と位置づける；老朽化したシステムへの追加投資阻止
　②　期日までに標準化できない市町村には、改善日程の提示を求める
　③　現在業界標準と呼べる業務手順や実現方式をさらに革新/改善する取組は妨げない
(２)　暫時セキュリティ強化---現個人情報保護法による遵守事項との重複回避
　①　PIA対象：当面、特定個人情報ファイルを扱う業務だけを対象とする
　②　アクセスログ取得：自治体内は当面従来通り；情報システムN/Wとの方式統一は今後の課題とする
(３)　中間サーバ、中間標準レイアウト、地プラを一体化するスケジュールを明示する(注)
(４)　第I期に実現する利便性と、それ以降の機能向上/高度利用は峻別して発表する
(５)　全国一斉導入の重要性、その具体策方法を自治体向けに説明する
　①　「近隣自治体連合」による共同利用だけでなく、ベンダ製の標準品利用も「自治体クラウド」と認める
　②　中間サーバーの周辺機能をまとめて表現し、個別業務システム別の改造を最小限とすべく指導する
(６)　業務システムと中間サーバとは直接連携せず地プラなどの連携DBを介す
　①　中間サーバは仕様が頻繁に変更される宿命にある（政省令；法改正による）
(７)　宛名システム内での｢個人番号｣と｢庁内宛名番号｣の1:1対応は継続的な努力目標とする
(８)　業務手順を世間の「標準」に合わす…認定パッケージ/サービスを使う
　①　自治体クラウド(システムの共同利用)に参加する
　　a)　近隣自治体でのシステムの共同利用(例：北海道西胆振、神奈川県町村組合など)
　　b)　ベンダ提供のクラウドサービス利用(例：奈良県宇陀市；広島県三次市など)
　②　システムの構造を整理整頓(標準化；近代化)する
　　a)　システム基盤(仮想プラットホームPaaS/IaaS)の共同利用
　　b)　庁内業務システム間連携の標準化(地プラ準拠)

注 「平成24年度バックオフィス連携による情報連携推進事業報告書」（H25年3月 総務省地方情報推進課）；一般財団法人 全国地域

情報化推進協会(APPLIC)：地域情報プラットフォームの番号制度対応に向けて http://www.applic.or.jp/2013/tech/APPLIC-
number-0000-2013.pdf
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（１） 送信準備ができてないデータが送られる
　　　・既存システムは庁外にデータを見せる積りで設計してない
　　　・処理途中のデータか確定値か見分けるための改造が必要

（２） 業務ごとに中間サーバ向けデータ変換必要
　　　・既存システムのデータ構造・項目の詳細は掌握できていない

（３）　ベンダは自社の「標準パッケージ」改造/適用に忙殺
　　　・当該ベンダの標準システムにまず手をつける
　　　・業界団体JISA、業界誌などからもSE不足の懸念表明がある(注)

（４） 中間サーバの仕様変更は頻繁に起きる
　　　・中間サーバーの仕様確定は政省令等の整備で確定する
　　　・番号法自身に施行後3年後の見直が規定されている

（５） 庁内業務の連携目的の仕組みが既にある
　　　・庁内連携には、中間サーバーにはない、住基文字/戸籍文字なども取扱う

（６） 庁内連携データ >> 外部データ連携 の関係あり
　　　・今後、中間サーバーが取扱う項目も、既に地プラには含まれている可能性が高い
　　　・固定資産、保有自動車などが該当する

(注) ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)：自治体情報システムのクラウド化に向けて(内閣情報通信政策
監宛て)　 http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/opnion/20130925.pdf
　　  ・2013/11/15 ITpro井出 一仁「このままでは自治体のマイナンバー対応は間に合わない」
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20131113/517782/
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　　a)　システム基盤(仮想プラットホームPaaS/IaaS)の共同利用
　　b)　庁内業務システム間連携の標準化(地プラ準拠)

注 「平成24年度バックオフィス連携による情報連携推進事業報告書」（H25年3月 総務省地方情報推進課）；一般財団法人 全国地域

情報化推進協会(APPLIC)：地域情報プラットフォームの番号制度対応に向けて http://www.applic.or.jp/2013/tech/APPLIC-
number-0000-2013.pdf

制
度
の
柔
軟
解
釈
・
強
調
点
の
明
示

自
治
体
の
採
る
べ
き
解

（１） 送信準備ができてないデータが送られる
　　　・既存システムは庁外にデータを見せる積りで設計してない
　　　・処理途中のデータか確定値か見分けるための改造が必要

（２） 業務ごとに中間サーバ向けデータ変換必要
　　　・既存システムのデータ構造・項目の詳細は掌握できていない

（３）　ベンダは自社の「標準パッケージ」改造/適用に忙殺
　　　・当該ベンダの標準システムにまず手をつける
　　　・業界団体JISA、業界誌などからもSE不足の懸念表明がある(注)

（４） 中間サーバの仕様変更は頻繁に起きる
　　　・中間サーバーの仕様確定は政省令等の整備で確定する
　　　・番号法自身に施行後3年後の見直が規定されている

（５） 庁内業務の連携目的の仕組みが既にある
　　　・庁内連携には、中間サーバーにはない、住基文字/戸籍文字なども取扱う

（６） 庁内連携データ >> 外部データ連携 の関係あり
　　　・今後、中間サーバーが取扱う項目も、既に地プラには含まれている可能性が高い
　　　・固定資産、保有自動車などが該当する

(注) ・一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)：自治体情報システムのクラウド化に向けて(内閣情報通信政策
監宛て)　 http://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/opnion/20130925.pdf
　　  ・2013/11/15 ITpro井出 一仁「このままでは自治体のマイナンバー対応は間に合わない」
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20131113/517782/

表２．番号制度の全国一斉導入への現実解

表３．業務システムから中間サーバー直接データ送付の危険性
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　上段は、国が適用緩和や優先性の主導をし
て欲しい事項。本稿では、自治体の視点に着目
し、表２下段の現実解を解説する。（6）項：各
業務システム群から中間サーバーへの直接デー
タ送付は表３の理由で回避すべきである。図２は
庁内のデータ連携に地プラを、庁外との連携には
中間サーバーを使うことを示した。図２で示す庁
内業務システム間連携に地プラ準拠の連携DBに
は、一部例外はあるが、中間サーバーに格納す
べきデータを包含している。中間サーバーへの副
本データ送付は、連携DBから日次/週次/月次な
どで一箇所に集約する。送付済みのデータとの
差分だけを送り、処理を速めることも一般的。
　情報照会/受理に関して、中間サーバソフトウ
エアは、業務システムの変更をワンパターンに簡
素化し、全国どの自治体でも使える仕様としてい
る（詳細2014.2月月刊LASDEC　

参照：http://●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●）。
　表２（8）①項：図２で、ひとつのベンダに基
幹業務システム全体（総合基幹システムとも呼ば
れる）を託す（シングルベンダ）場合は、当該ベ
ンダが地プラ準拠の連携基盤を内蔵している。
業務システム間の連携に悩まされることはない
が、ベンダロックに繋がる危険性は高まる。この
うち a）は近隣自治体が協調して共同運営にす
る方法で、総務省が自治体クラウドとして推奨し
ている。一方、共同運営に出遅れた市町村で
も b）はベンダ提供のクラウドサービスを活用し
短期間で実導入できたとの報告もある。
　表２（8）②項：基幹業務システム群を幾つか
に分けて調達する場合は、地プラ準拠の連携
基盤の調達が別途必要。大規模自治体では庁
内の各部門の業務システムをひとつのベンダに

集約することはむしろ不合理で、この形が多くな
る。ベンダロックには陥り難いものの、異なるベ
ンダの業務システム間の連携には気を使う。町
田市はこの形を採った。

　｢番号｣ を積極的に使い、円滑に高精度で
本人特定を行い、当該業務の簡素化･合理化
を図ることが、番号制度本来の趣旨。萎縮せ
ずこの取組みを推進してはじめて、行政手続き
の簡素化や行財政改革への道が開ける。
　より高度な業務改革を追求する市町村は更に
上の成熟度を求めて是非挑戦して欲しい。現
状の業務分掌そのものや、システム全体構造、
開発手法自身も時が経てば陳腐化するもの。次
の時代を見据えた挑戦をする自治体の見解は
逐次ご紹介願い合理性の高い手法を引立てる
素地がほしい。

　番号制度は全国一斉導入が図れないと殆
ど意味がない。市町村は自庁の業務手順やシ
ステムが必ずしも合理的・近代的でない場合、
まず、IT化の成熟度を一段上げるため、地プ
ラ準拠のパッケージ/サービスを選ぶべきだ。結
果として、業務手順も特殊性が排除され世間
標準に近づく。選定時には、番号制度準拠へ
の格上げの確約をとること、自庁業務に必要な
データ項目が網羅されているか、業務手順の切
替えがどの様になるか見える化し、庁内の理解
を得なければならない。
　中間サーバーに載せたデータは他の機関に晒
される。全ての情報保有機関において、ひとつ
の項目として登録されるデータは正確に同じ意
味でなければならない。このため、既存データ
の厳格な解析が必要だ。データ項目の意味/形
式/内容を分析し業界標準のパッケージやサー
ビスに刷新する場合も、現行システムを維持し
て中間サーバーに所定様式でデータを送る変更
も、既存データの分析は手間の掛かる面倒な
作業だ。同じ苦労をするなら、現状の延命でなく、
この機に、刷新を選ぶべきだろう。
　「決まってないことが多い」「どこから始めてよ
いか判らない」などと嘆いている場合ではない。

「標準化」に一歩でも近づき弾みを付け、最
低限の制度対応を乗越え、より高度な利用に向
かう指南役としてITCが力を発揮する時が到来
している。

業務システムでの
個人番号の積極利用

ITコーディネータの出番


